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研究成果の概要（和文）：英米日の食にまつわる近年の動向を調査し、現代の食糧事情や環境問題、人口問題、
それらに関連する倫理的問題に目配りしつつ、持続可能性を考慮した食の倫理とは何かを、ベンサムの古典的功
利主義を軸に検討した。苦痛を回避すべしという功利主義的倫理はヴェジタリアンの食と有機農業を推奨する
が、有機農業の現状は必ずしも持続可能なものではなく、日々の食生活において単に野菜をとるだけでなく、地
域循環型かつ持続可能な有機農産物を食することが倫理的であることを暫定的な結論とした。

研究成果の概要（英文）：Examining the contemporary food productive and environmental issues, I 
considered what is appropriate food ethics that takes into account the sustainability from the point
 of view of classical utilitarianism of Bentham. Utilitarian ethics are recommended vegetarian food 
and organic farming, not only taking the vegetables in the daily diet, but also eating the local 
recycling and sustainable organic agricultural products.  It has a tentative conclusion to be 
ethical.

研究分野： 社会経済思想史
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年、使用食材と表示されている食材と

が異なっているといった食品偽装をはじめ、
食の安全安心の問題が改めてクローズアッ
プされてきた。また徐々に少なくなってき
ているとはいえ、世界の飢餓人口は 8 億近
くもあり、先進国が享受する環境負荷の高
い食料生産の在り方にも疑問が投げかけら
れてきた。このような食に関する問題に関
連して企業の社会的責任や食料主権に関す
る議論の高まりが、食の倫理に関する議論
への注目を集めて来た所以である。 

とりわけ食の倫理（Food  Ethics）研究
では、肉食の是非、先進国の飽食と途上国
の飢餓という南北格差の問題などが議論さ
れてきた。2006 年 11 月 16-17 日に、プリ
ンストン大学で開かれた「食、倫理、環境」
（“Food, Ethics and the Environment”）
でも主導的な役割を果たしたP.シンガーの
著書 , The  Ethics of What We Eat
（Rodale Books, 2007）や M. ポラン, The 
Omnivore's Dilemma（2006。『雑食動物の
ジレンマ』 東洋経済新報社、2009 年）な
どがその議論の代表例である。 

これらの研究においては、一国内にとど
まらず、グローバルな世界において、いか
なる食の倫理が望ましいのかが問われてい
る。一方、日本では食の倫理は声高に叫ば
れてきたものの、その内実は法令順守の域
を出ておらず、食を倫理的に問う構え自体
が稀少であった。本研究は欧米の食の倫理
に関する議論の動向を検討しつつ、規範的
な食の倫理を探るものである。 
 
２．研究の目的 
本研究では規範な食の倫理を検討するこ

とに主眼を置いた。食の倫理の類型には、
①営養バランスや健康に訴えるもの、②「自
然」と人間との繋がりを強調するもの、③
食の画一化を批判するもの（スローフード）、
④世界の不公正な食糧事情から批判するも
の（フェアトレードなど）、⑤ヴェジタリア
ンあるいは動物解放の観点からのものがあ
る。 
現在、規範的な食の倫理として洗練され

ているのは⑤のタイプである。1975 年にＰ．
シンガーが出版した『動物の解放』を契機
に、過酷な工場畜産による食肉生産などを
批判する欧米の動物解放運動が盛り上がっ
た。シンガーが 2007 年に出版した食の倫
理に関する『The Ethics of What We Eat』
は『動物の解放』での感覚的存在に苦痛を
与えるべきではないという功利主義的規準
を食の倫理に応用したものであり、功利主
義の視点から食の倫理を考察するのが本研
究の目的である。 

 
３．研究の方法 
 研究は２本立てで、第１は 18 世紀英国にお
ける人間と動物の区別・位置づけという思想
史的考察を行なう。とくにベンサムを中心と
した 18 世紀英国の動物論の検討では公刊テ
クストの検討と、ロンドン大学やフランス中
央文書館などでの草稿検討を中心に行なう。
第２は第１の研究を参照しつつ、英米日の新
たな食のネットワーク作りや運動の実態と
特徴を比較しつつ、食と農、食と環境、ジェ
ンダーの問題から規範的な食の倫理を検討
し、現代のグローバルな経済社会における望
ましい食の倫理を提案する。グローバルなフ
ード・チェーン、スロー・フードやヴェジタ
リアンの実践、食をめぐるジェンダー・バイ
アスなどの問題点を検討し、「受苦的存在」
に基づいた功利主義の食の倫理の可能性を
模索した。 

純粋な思想史的研究と現代における食の
倫理の研究との二本立てであることは、次
のような次第からである。 

18 世紀イングランドにおいて、人間と動
物との差異をめぐって多くの議論があった。
その中で、ベン サムは人間と動物に差異は
ないとした。この議論の射程は前述のよう
に、現代にまで及ぶ。ただベンサムは配慮
の対象となる動物の範囲の具体的な検討は
行なっていなかったので、この点を当時の
文脈と関連させながら明らかにしつつ、近
代の遺物として扱いがちな啓蒙期の哲学的
議論を、単なる人間中心主義を超えた射程
の長い議論であったことを明らかにするこ
と、そして同時に、一般の人々の動物への
態度や動物虐待防止協会の成立（182４年）
などの動向も検討しつつ、そこでの議論を
軸にして、現代の食の倫理を逆照射すると
いうことを行なった。 
 
４．研究成果 
 英米日の食にまつわる新たなライフ・スタ
イルや新たな食の可能性として、さまざまな
試みを調査した。イギリスにおけるシティ
ー・ファーマー、アメリカにおける CSA
（Community Supported Agriculture）の試
みなどがそれである。 
 この調査全体を通じてわかったことは、現
代におけるオルタナティヴな食の可能性と
して、オーガニックに代表される有機農業＋
自然農法＋地域循環型農業が最も好ましい
ことであった。 
 ただいわゆる有機農業の多くがイメージ
と異なって、地域循環型ではなく、肥料の外
部依存などで持続可能性の点では問題を抱
えていたことも判明した。それは本研究が基
礎に据えた功利主義的な食の倫理と鋭く対
立するあり方でもあった。 
 功利主義的な食の倫理と整合的な新たな
食の可能性について、日本有機農業学会で得



られた知見や研究交流から明らかになった
ことは、無農薬や無施肥、不耕起、草生栽培
を旨とする究極的な農業の先端地域が日本
であったことである。 
 持続可能性という点で、望ましい農業のあ
り方が日本に根付いていたことは重要な発
見であった。 
 ただ如何せん、その生産量の微々たること
は、その普及の大きな障碍であることも改め
て問題としてあげられる。そもそも有機農産
物自体、農産物全体から見ると、1%ほどしか
占めておらず、かつその中の１割以下が上記
の自然農法的有機農業による生産品という
状況である。 
 これらの実践的な課題は本研究の範囲外
であるけれども、望ましい食の在り方を模索
する上で、重要な指針となる示唆を得た。 
 また法令順守に帰着する多くの食の倫理
に関する議論とは異なって、自然や社会を視
野に収めた、いわば関係性から食の倫理を検
討する食事倫理学などを検討した。 
 「日本古来の土着的な、したがってまたほ
とんど無意識的な信仰心に支えられた基本
的な〝食の倫理〟を失ったことこそが、…消
費者（親たち）の食に関する『意識の低さ』
の根本的な原因なのであり」、崩食の原因な
のであると「食事倫理学」を構想する後藤氏
は結論づけ、その上で、「失われた伝統的な
食の倫理―食物禁忌や食事の際の作法など
は千差万別であっても、基底部分では多くの
共通項をもつと思われる―を、世俗化した現
代社会に普遍的なかたちで再生させる途を
探る」という。 
 しかし現代の世俗化されたリベラルな社
会で、そうした食の倫理の再生を企図しよう
とするのは困難であろう。というのも、食事
倫理学の主張内容は、ある種の信念の表明で
しかないとも言えるし、その意味で、共約可
能な客観性を担保できないからである。食物
を賜る自然への畏敬の念などの主観的な感
情に依拠していては、公共的な議論へと繋が
っていかないのではないか。 
食における人間と自然との繋がりが見失

われて、食が手段化しているという後藤氏の
批判は正しいが、このような食における繋が
りの喪失は、生産から消費までのフード・シ
ステムがグローバル化し、そうした巨大化と
同時に断片化した経済生活の反映でもある。
食と人間との繋がりはそうした経済生活そ
のものを再編するという含意があるとも言
えるが、かつてのような食を通した人間と自
然との繋がりを回復する思想に依拠するこ
とが有効とは思われない。 
環境負荷の高い食料生産を見直すべきだ

という議論に対しては、往々にして、全体の
ために個の制限をといった語りがされたり
もする。しかしこのような抽象的な語りでは、
ここで言われている全体とは何かが明確で
ないし、日本の場合、個を超えたものは、上
位にある抽象的で権力的な実体に収斂しや

すい。だから、あくまで、逆説的な言い方に
なるが、具体的に食の倫理は語られなければ
ならない。 
同様に、世界には飢餓に苦しむ大勢の人々

がいるにもかかわらず、現代日本の飽食によ
って生じている食べ残しは「食倫理の上から
許されない」 という語りがある。主張その
ものは、まっとうである。しかしここでも「食
倫理」として考えられている内容は曖昧であ
る。 
そこで、公共的な議論を喚起するためにも、

功利主義的な食の倫理の重要性があると思
われる。 
何を食べるべきかの規範的な議論を行な

う際に、功利主義では利益当事者、すなわち
苦痛と快楽を感受する存在の幸福が規準で
あり、他者を不幸にする行為は回避すべきで
あった。人間と同様に動物も快苦感受主体で
あるから、利益・幸福の享受主体には人間だ
けでなく動物も考慮されなければならない。 

シンガーの議論はこれらを受けて、肉食は
正当化できないとして、ヴィーガンの食を提
案していた。 
しかも、功利主義の食の倫理は快楽主義で

あり、それゆえに苦痛を回避するという含意
があった。 
したがって、この意味での快楽主義は、二

重の意味を帯びるもので、第１に、シンガー
の議論に見られたような苦痛への配慮とい
う意味での快楽主義である。そこでは、快楽
＝喜びの享受主体をどのような幅でとるの
か、その規準は何かを改めて詰める必要があ
ろう。シンガーの議論のように、肉食を拒否
するという結論に至り、今の生活の在り方を
根本的に変えるよう迫られる可能性もある。 
第２は食を通して得られる喜びや饗宴的

な楽しみ、或いは労働の喜びというものを回
復するという言説にあるような快楽主義と
して捉えられる。 
快楽主義としての功利主義はベンサムに

おいてまとめられたと言えるが、本研究の 2
本立てのもう一つの柱が 18 世紀後半以降に
おける人間と動物の区別に関する議論であ
った。 
道徳の規準を快苦感受に置いたベンサム

は当然ながら感覚的存在すべてに道徳的な
配慮が行なわれるべきだと 1780 年代から既
に主張していた。 
感覚的存在の範囲とはどこまでかは明確

には彼のテクストにはないが、おおよそ動物
一般を指していたことは推測できた。 
ただ一方で、ベンサムは動物と人間との区

別も導入していた。それはとりわけ所有権の
保障という民法の領域において出てきた議
論であった。 
ある人に権利があるということは、別の人

に権利者の権利を侵害しない義務があると
いうことであり、かつ所有権をはじめとした
もろもろの権利は「将来への期待」を中心に
もつ概念であった。 



動物はとりわけ「将来への期待」をもたな
い存在として、人間とは異なるものとベンサ
ムは捉えた点を、先ほどの道徳的配慮の対象
として人間と動物を無差別に捉えたことと
どう関連するのかの整合的な理解が必要と
なった。 
ここでも、シンガーの議論はこの点を適切

に掬い取っているように思われる。つまり動
物は道徳的配慮の対象となるが、権利主体で
はないというものである。それゆえにシンガ
ーは「動物の権利」を主張しなかったわけで
ある。 
ベンサムが同時代的にどのように動物の

解放といった問題にかかわったのかという
点では、1824 年にできた動物虐待防止協会
との関係が、ロンドン大学 University 
College, London に所蔵されている草稿類
などをチェックする限り、単なる資金的な
援助関係以上ではなかったようであり、そ
の点で、彼はブリテンにおける法改革に関
心をもっていたと言える。 
 さて規範的な食の倫理が依拠する功利主
義が現代の食の問題に対してどのような実
践的提案を含むかについては、リバータリア
ン・パターナリズムのナッジ的手法の有効性
という観点から、たいへん有力なものになり
うることがわかった。 
 残された課題は、培養肉をはじめとする新
たな生産方法が功利主義的な食の倫理から
すると是認されるものなのかどうか、また食
の砂漠という現象で知られる貧富の格差を
背景にした食の問題の解決可能性の検討で
ある。 
 また快楽主義に基づく功利主義の食の倫
理は、多様な人々からなる坩堝と化している
現代社会においては、共約可能な根拠を提供
するものではないかと思われる。多様な価値
を認め合うという意味でのリベラルな要件
を食の倫理はもつ必要があるが、何が正しい
かの議論が明確になったとしても、それをそ
のまま実践においても行なわしめよという
議論だけでは不十分である。 
とりわけ倫理的な消費を行ない得る基盤

は、個々人にとって予算制約となって現れる。
倫理的な消費を可能にするような所得水準
の達成、すなわち平等分配の議論を検討しな
ければ、規範的な食の倫理の研究は十分なも
のとならない。もっとも本研究では、この点
を深めることはできなかった。規範的な食の
倫理の研究に必要な、政治経済的な条件につ
いては、改めて別の研究課題として遂行した
いと考えている。 
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